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短答式試験問題集

［刑法・刑事訴訟法］
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［刑法］

〔第１問〕（配点：２）

被害者の承諾に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいも

のはどれか。（解答欄は，［№１］）

１．甲は，乙の承諾を得て，乙から借り受けた乙所有の重機を丙に転貸していたが，同重機の修

理のため一時これを丙から預かった際，乙の承諾を得て，丙に無断で，自己の借金の返済とし

て同重機を自己の債権者に譲渡した。この場合，甲には，横領罪が成立する。

２．甲は，自らが組長を務める暴力団の組員乙から，「暴力団を脱退したい。」との申出を受けた

ので，「落とし前として，指を詰めろ。」と言い，乙の承諾を得て，乙の右手小指の根元を出刃

包丁で切断した。この場合，甲には，傷害罪は成立しない。

３．甲は，乙との不倫関係を清算しようと考え，真実は，乙と心中するつもりはないにもかかわ

らず，乙に対し，「あの世で一緒になろう。私も君の後を追って死ぬから。」と言って心中を持

ちかけ，その旨誤信してこれを承諾した乙に毒薬を手渡したところ，乙がそれを飲んで死亡し

た。この場合，甲には，自殺関与罪が成立する。

４．甲は，知人乙から，「生活が苦しく刑務所に入りたいので，私から脅されたという事実をで

っち上げて，私を告訴してほしい。」と依頼され，乙の承諾を得て，乙を脅迫罪で告訴した。

この場合，甲には，虚偽告訴罪は成立しない。

５．甲は，自らが刑務官を務める刑務所で受刑中の成人女性乙と恋愛関係になり，乙の承諾を得

て，勤務中，同刑務所内において，乙と性交した。この場合，甲には，特別公務員暴行陵虐罪

が成立する。

〔第２問〕（配点：２）

文書等毀棄罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいも

のはどれか。（解答欄は，［№２］）

１．公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは，公務所又は公務員が作成した

もので，現に公務所において使用され，又は使用の目的をもって保管されている文書のことを

いう。

２．偽造された文書や未完成の文書は，公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。

３．保存期間が経過した後の文書は，公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。

４．私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは，権利又は義務の存否

・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。

５．手形や小切手等の有価証券は，私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
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〔第３問〕（配点：２）

不作為犯に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合，誤っているも

のの組合せは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№３］）

ア．不作為犯は，結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでない場

合であっても，成立する余地がある。

イ．不作為犯は，死体遺棄罪についても成立する余地がある。

ウ．不真正不作為犯の故意は，結果の発生を意欲していなくても，認められる余地がある。

エ．不作為犯は，作為可能性がない場合であっても，成立する余地がある。

オ．不作為犯の因果関係は，期待された作為に出ていれば結果が発生しなかったことが，合理的

な疑いを超える程度に確実であったといえない場合であっても，その可能性さえあれば，認め

られる余地がある。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第４問〕（配点：３）

放火罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，誤っているもの

を２個選びなさい。（解答欄は，［№４］，［№５］順不同）

１．「建造物」とは，家屋その他これに類する工作物であって，土地に定着し，人の起居出入り

に適する構造を有するものをいい，毀損しなければ家屋から取り外すことができない状態にあ

る雨戸は，「建造物」の一部に当たる。

２．「放火」とは，目的物の焼損を惹起させる行為をいい，目的物への直接的な点火行為に限ら

れず，媒介物への点火行為であっても，その燃焼作用が継続して目的物に延焼し得るものであ

る場合，「放火」に当たる。

３．「焼損」とは，火力により目的物の重要部分が焼失し，その本来の効用が失われた状態をい

い，不燃性の建造物のコンクリート壁が媒介物の火力によって崩落した場合，「焼損」に当た

る。

４．建造物等以外放火罪にいう「公共の危険」は，現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物

等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず，不特定又は多数の人の生命，

身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。

５．現住建造物等放火罪にいう「現に人が住居に使用し」の「人」には犯人が含まれるが，「現

に人がいる」の「人」には犯人が含まれない。
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〔第５問〕（配点：３）

正当防衛に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものを

２個選びなさい。（解答欄は，［№６］，［№７］順不同）

１．当然又はほとんど確実に侵害が予期された場合において，単に予期された侵害を避けなかっ

たにとどまらず，その機会を利用して積極的に相手方に対し加害行為をする意思で暴行に及ん

だときは，その暴行行為については，正当防衛が成立する余地はない。

２．いわゆるけんか闘争において相手方に対してした暴行行為については，正当防衛が成立する

余地はない。

３．手拳で殴る素振りをしながら「お前殴られたいのか。」と言って近付いてきた相手方を，殺

傷能力のある刃物を構えて脅した場合，その脅迫行為については，正当防衛が成立する余地は

ない。

４．自己に対しナイフを示して脅している相手方に対し専ら攻撃の意思で暴行に及んだ場合，そ

の暴行行為については，正当防衛が成立する余地はない。

５．財産的権利を防衛するために相手方の身体に暴行を加えて傷害を負わせた場合，その暴行行

為については，正当防衛が成立する余地はない。

〔第６問〕（配点：２）

文書偽造罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合，誤っている

ものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№８］）

ア．公文書に限らず，私文書であっても，その写しは，文書偽造罪の客体となり得る。

イ．行使の目的で，交通事件原票中の供述書の署名欄に，一定の範囲で定着した通称名を記載し

た場合，私文書偽造罪は成立しない。

ウ．会社の代表取締役が，個人として同社から貸付けを受けていた債務についての抵当権抹消登

記手続をするため，その権限を濫用し，代表取締役名義の債権放棄書を作成した場合，私文書

偽造罪は成立しない。

エ．公文書の内容を改ざんし，これを原稿としてファクシミリで相手方に送信した場合，送信に

供した当該原稿が公文書偽造罪の客体であって，受信書面は同罪の客体とならない。

オ．行使の目的で，銀行預金通帳の預金受入年月日を改ざんする行為は，私文書の変造であって，

偽造ではない。

１．ア ウ ２．イ ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ
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〔第７問〕（配点：３）

次の各【見解】と後記の各【事例】を前提として，後記アからエまでの各【記述】を検討し，正

しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからエの順に［№９］か

ら［№12］）

【見解】

Ａ．行為当時，客観的に存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた

事情を判断の基礎とし，その行為から結果が発生することが相当であると認められる場合に因

果関係を肯定する。

Ｂ．一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎

とし，その行為から結果が発生することが相当であると認められる場合に因果関係を肯定する。

Ｃ．行為の危険性が結果へと現実化したといえる場合に因果関係を肯定する。行為の危険性は行

為時に存在した全ての事情を基礎として判断する。

【事例】

Ⅰ．甲は，乙の顔面を手拳で１回殴打した。その殴打は，それだけで一般に人を死亡させるほど

の強さではなかったが，乙はもともと特殊な病気により脳組織が脆弱となっており，その１回

の殴打で脳組織が崩壊し，その結果，乙が死亡した。

Ⅱ．甲は，乙の首をナイフで突き刺し，直ちに治療しなければ数時間のうちに死亡するほどの出

血を来す傷害を負わせた。乙は，直ちに病院で適切な医療処置を受け，一旦容体が安定したが，

その後，医師の指示に従わず安静に努めなかったため，治療の効果が減殺され，前記傷害に基

づき死亡した。

Ⅲ．甲は，路上で乙の頭部を激しく殴打し，直ちに治療しなければ１日後には死亡するほどの脳

出血を伴う傷害を負わせ，倒れたまま動けない乙を残して立ち去った。そこへたまたま通り掛

かった無関係の通行人が，乙の腹部を多数回蹴って，内臓を破裂させ，数時間後に乙は内臓破

裂により死亡した。

【記述】

甲の行為と乙の死亡との間の因果関係については，

ア．Ⅰの事例で，行為当時，乙は特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認

識できず，甲も認識していなかった場合，Ａ及びＣの見解からは肯定され，Ｂの見解からは否

定される。［№９］

イ．Ⅰの事例で，行為当時，乙は特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認

識できず，甲も認識していなかったが，甲はこれを認識できた場合，ＡからＣまでのいずれの

見解からも肯定される。［№10］

ウ．Ⅱの事例で，行為当時，乙が治療を受けた後，医師の指示に従わず安静に努めなくなること

を一般人は予見できなかったが，甲は予見していた場合，Ｂの見解からは肯定され，Ａ及びＣ

の見解からは否定される。［№11］

エ．Ⅲの事例で，行為当時，乙が通行人に蹴られることを一般人は予見できず，甲も予見してい

なかった場合，ＡからＣまでのいずれの見解からも否定される。［№12］
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〔第８問〕（配点：２）

傷害の罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものは

どれか。（解答欄は，［№13］）

１．傷害罪は，他人の身体の生理的機能を毀損する犯罪であるから，精神疾患の一種である心的

外傷後ストレス障害（いわゆるＰＴＳＤ）を負わせるなど精神的機能の障害を惹起した場合，

傷害罪が成立することはない。

２．傷害罪は，暴行罪の結果的加重犯であるから，被害者に暴行を加えずに身体の生理的機能を

毀損した場合，傷害罪が成立することはない。

３．被害者に睡眠薬を摂取させたことによって一定時間にわたり筋弛緩作用等を伴う急性薬物中

毒の症状を生じさせた場合，傷害罪が成立することはない。

４．傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合，

現場助勢罪が成立することはない。

５．同時傷害の特例は，刑法の基本原理に対する重大な例外規定であり，厳格に適用されなけれ

ばならないため，その要件を満たす傷害から被害者に死亡結果が生じた場合，同特例の適用に

より傷害致死罪が成立することはない。

〔第９問〕（配点：３）

身分犯の共犯に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいも

のを２個選びなさい。（解答欄は，［№14］，［№15］順不同）

１．刑法第６５条の身分には一時的な心理状態は含まれないので，目的犯に当たる犯罪行為を，

当該目的を有する者と有しない者が共同して行った場合，同条の適用の余地はない。

２．刑法第６５条第２項は加減的身分のない者が当該身分のある者に加功した場合について規定

するものであるので，賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合，同項の適

用の余地はない。

３．非占有者が業務上の占有者による横領行為に加功した場合，当該非占有者には，刑法第６５

条第１項の適用により業務上横領罪の共犯が成立し，同条第２項の適用により単純横領罪の刑

が科される。

４．刑法第６５条の身分は，一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態

の全てを指称するものであるので，責任能力のある者が刑事未成年者を教唆して犯罪を行わせ

た場合，同条が適用される。

５．自首による刑の減免は一身的な事由であるので，共犯者のうち一人に自首が成立する場合，

刑法第６５条第１項の適用はなく，その減免の効果は自首した者以外には及ばない。
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〔第10問〕（配点：２）

学生Ａ，Ｂ及びＣは，監禁罪の客体に関して，次の各【見解】のうち，いずれか異なる見解を採

り，後記【事例】について【会話】のとおり検討している。学生Ａ，Ｂ及びＣの採る見解として正

しいものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，[№16]）

【見解】

ア．監禁されている時点で移動する一般的な能力がある者は，その時点で移動できなくても，監

禁罪の客体となる。

イ．監禁されている時点で移動する一般的な能力があり，その時点で現実に移動できる者は，監

禁罪の客体となる。

ウ．監禁されている時点で移動する一般的な能力があり，その時点で現実に移動でき，かつ，移

動する意思がある者は，監禁罪の客体となる。

【事例】

乙が窓のない部屋の中に一人でいたところ，甲は，午後１時から午後３時までの間，その部屋

の唯一の出入口であるドアに外から施錠し，その間，乙がその部屋の外に出られないようにした。

【会話】

学生Ａ．乙が甲による施錠に気付かなかった場合，Ｂ君が採る見解によれば，監禁罪は成立しま

すか。

学生Ｂ．成立します。

学生Ｃ．私が採る見解でも成立します。では，乙が午後０時３０分頃に眠ってしまい，その後，

午後２時頃に目覚めて，甲による施錠に気付かないまま午後４時まで室内で過ごした場合，

Ａ君が採る見解によれば，監禁罪は成立しますか。

学生Ａ．成立しません。

学生Ｂ．私が採る見解では，結論はＡ君と異なります。では，今のＣ君の事例を少し修正し，乙

が午後３時過ぎに目覚め，甲による施錠に気付かなかったという場合，Ｃ君が採る見解に

よれば，監禁罪は成立しますか。

学生Ｃ．成立しません。

１．Ａ－ア Ｂ－ウ Ｃ－イ

２．Ａ－イ Ｂ－ア Ｃ－ウ

３．Ａ－イ Ｂ－ウ Ｃ－ア

４．Ａ－ウ Ｂ－ア Ｃ－イ

５．Ａ－ウ Ｂ－イ Ｃ－ア
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〔第11問〕（配点：２）

学生Ａ，Ｂ及びＣは，次の【事例】における窃盗罪の実行の着手時期について，後記【会話】の

とおり議論している。【会話】中の①から⑥までの（ ）内から適切なものを選んだ場合，正しい

ものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，[№17]）

【事例】

甲は，Ｘ宅のタンスに宝石が保管されていることを知ったため，その宝石を窃取する目的で，

Ｘ宅に玄関から侵入し，宝石が保管されているタンスの在りかを探し始めて，それが置かれてい

た居間に立ち入ろうとしたところ，居間から出てきたＸと鉢合わせとなり，取り押さえられた。

【会話】

学生Ａ．私は，甲がＸ宅に侵入した時点で窃盗罪の実行の着手を認めてよいと思います。この時

点で，①（ａ．犯意の飛躍的表動があった・ｂ．法益侵害の危険が飛躍的に高まった）と

いえるからです。

学生Ｂ．Ａ君は，犯罪を行為者の危険な性格の発現であると考えているのですね。私は，実行の

着手の「実行」とは構成要件該当行為のことで，「着手」とはそれを開始することだと解

するので，【事例】では，窃盗罪の実行の着手は，②（ｃ．認められない・ｄ．居間に立

ち入ろうとした時点で認められる）と考えます。

学生Ａ．Ｂ君の見解に対しては，実行の着手時期が③（ｅ．不明確になる・ｆ．遅くなり過ぎる）

との批判がありますね。

学生Ｃ．私は，実行の着手時期とは，未遂犯の成立時期のことであるので，未遂犯の処罰根拠に

遡り，実質的に考えることが必要だと思います。そのため，窃盗罪の実行の着手時期は，

④（ｇ．占有侵害の現実的危険性が発生した・ｈ．窃取行為と密接に関連する行為を開始

した）時点だと解するので，【事例】では，窃盗罪の実行の着手は，⑤（ｉ．認められな

い・ｊ．Ｘ宅内でタンスの在りかを探し始めた時点で認められる）と考えます。この点，

Ｂ君の見解を修正し，実行の着手時期を⑥（ｋ．占有侵害の現実的危険性が発生した・ｌ．

窃取行為と密接に関連する行為を開始した）時点とする見解もありますが，この見解に対

しては，形式面を重視すると言いながら，結局，実質的な観点を取り入れているとの批判

があります。

１．①ａ ⑥ｋ ２．②ｃ ④ｈ ３．②ｄ ⑤ｉ ４．③ｆ ⑥ｌ ５．④ｇ ⑤ｊ

〔第12問〕（配点：２）

性的自由に対する罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，誤

っているものはどれか。（解答欄は，［№18］）

１．強制わいせつ罪は，告訴がなくても公訴を提起することができる。

２．１５歳の者に対し，その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわ

いせつな行為をした場合には，暴行又は脅迫を用いていなくても，監護者わいせつ罪が成立す

る。

３．強制性交等罪の犯人が，強制性交を行った直後に強盗の犯意を生じて，同じ被害者に対し，

強盗罪の手段に当たる脅迫を加えて財物を強取した場合には，強制性交等罪と強盗罪の併合罪

となる。

４．強制性交等罪については，女性も男性も，その行為の主体となり得るし，客体ともなり得る。

５．強制性交の意思をもって暴行又は脅迫を用いて被害者を抗拒不能にさせた後，その状態に乗

じて性交をした場合には，準強制性交等罪ではなく，強制性交等罪が成立する。
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〔第13問〕（配点：２）

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合，誤っ

ているものの個数を後記１から５までの中から選びなさい。（解答欄は，[№19]）

【事例】

甲は，友人乙から，借金の返済に窮している旨の相談をされ，乙に対し，「実家に親父の高級

腕時計がある。それを盗んで売りさばけば金になる。」と提案し，甲と別居する甲の実父Ｖ方か

らＶ所有の腕時計を盗むことを唆した。乙は，甲の提案を受け，Ｖ方に窃盗に入ることとしたが，

仮に，窃盗を行う際にＶらに見付かって逮捕されそうになった場合には，Ｖらをナイフで脅して

これを抑圧し，逃走しようと考えた。

乙は，某日午後０時頃，前記の意図でナイフを購入し，それを携帯してＶ方に向かい，同日午

後１時頃，腕時計を盗む目的で，Ｖ方に窓から侵入した上，寝室でＶ所有の腕時計（時価１００

万円相当）を窃取した。乙は，その後間もなく，Ｖ方玄関ドアの施錠を外して戸外に出て，誰か

らも発見，追跡されることなく，Ｖ方から約１キロメートル離れた公園まで逃げた。乙は，同所

において，やはり現金も欲しいと考え，再度Ｖ方に窃盗に入ることを決意し，Ｖ方に戻り，同日

午後１時３０分頃，Ｖ方玄関内に入ったところ，その直後に帰宅してきたＶと鉢合わせとなった

ことから，逮捕を免れるため，前記ナイフをＶの面前に示し，Ｖが恐怖の余り身動きできないう

ちに逃走した。

乙は，翌日，甲に前記腕時計の売却を依頼した。甲は，同腕時計の売却先を探し，知人丙に対

し，その買取りを申し向けたところ，丙が８０万円で購入する旨答えたことから，同腕時計を丙

に売却した。甲は，丙から同腕時計の売却代金として８０万円を受け取ったが，その後，これを

自己のものにしようと考え，乙に無断で，その全額を遊興費として費消した。

【記述】

ア．乙が某日午後０時頃に購入したナイフを携帯してＶ方に向かったことについては，「強盗の

罪を犯す目的」が認められないので，乙に強盗予備罪は成立しない。

イ．乙がＶをナイフで脅迫したことについては，腕時計の窃取行為との時間的・場所的な近接性

に照らせば，窃盗の機会の継続中に行われたものといえるため，乙に事後強盗罪が成立する。

ウ．甲が乙に腕時計の窃盗を唆したことと，その売却をあっせんしたことは，原因と結果の関係

に立つので，窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪は牽連犯となる。

エ．Ｖの直系血族である甲には盗品等に関する罪について親族等の間の犯罪に関する特例が適用

されるため，盗品等有償処分あっせん罪について，甲はその刑を免除される。

オ．甲が腕時計の売却代金を費消したことについては，同腕時計の窃盗犯人である乙は甲に対し

てその代金の引渡しを請求する権利がないので，甲に委託物横領罪は成立しない。

１．１個 ２．２個 ３．３個 ４．４個 ５．５個
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［刑事訴訟法］

〔第14問〕（配点：３）

刑事手続における諸概念の意義や沿革に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものの

組合せは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№20］）

ア．日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて，刑事訴訟法第１

条は，同法の目的として，「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方，「事案の真相の

解明」については明文に掲げなかった。

イ．刑事訴訟法は，裁判所が審判を行うことのできる対象について，検察官が「訴因」として明

示する犯罪事実に限定されることはなく，当該犯罪事実と「公訴事実の同一性」の関係が認め

られる事実にまで及ぶとすることにより，審判対象設定における「当事者主義」を採用した。

ウ．刑事訴訟法が「起訴状一本主義」を採用したことにより，公判における事実審理を裁判所が

主導して行う「職権主義」は実際上困難となり，当事者による証拠調べ請求や交互尋問など，

「当事者主義」による訴訟追行が原則として行われることとなった。

エ．犯罪事実については，その存在が証明されたとの心証を裁判所が抱いたのでない限り無罪が

言い渡されるという意味で，検察官が「挙証責任」を負うとされるが，これは，刑事訴訟法が

「当事者主義」による訴訟追行を原則としたことによるものであり，「職権主義」の下では，

検察官が犯罪事実について「挙証責任」を負うことはない。

オ．確定した判決の言渡しを受けた者にとって不利益となる再審を認めることは，「二重の危険

の禁止」に反する疑いがあるため，刑事訴訟法は，確定した有罪判決の言渡しを受けた者にと

って利益な方向での再審のみを認めた。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ

〔第15問〕（配点：２）

次のアからオまでの各記述のうち，正しいものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。た

だし，判例がある場合には，それに照らして考えるものとする。（解答欄は，［№21］）

ア．捜査機関は，逮捕状により被疑者を逮捕する場合において，被疑者を捜索するため人の住居

に入る必要があるときは，住居を対象とする捜索許可状がなくても，その住居に入ることがで

きる。

イ．捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において，差し押さえるべき物が

短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあり，捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得

ないと認められるときは，令状を呈示することなくその住居に入った後，直ちに令状を呈示し

て捜索をすることができる。

ウ．捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において，急速を要するときは，

令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても，日没後にその住居に入り捜索をす

ることができる。

エ．捜査機関の嘱託により鑑定を行う者が，鑑定のため人の住居に入る必要があるときは，自ら

裁判官に令状を請求し，その発付を受けて，その住居に入ることができる。

オ．捜査機関が人の住居に入りその内部の状態を五官の作用により認識する処分は，住居主の承

諾がある場合であっても，これを令状なく行うことは許されず，検証許可状の発付を受けて行

わなければならない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔第16問〕（配点：２）

現行犯逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものは幾つあるか。後記１から６

までのうちから選びなさい。ただし，判例がある場合には，それに照らして考えるものとする。（解

答欄は，［№22］）

ア．現行犯人を逮捕することができる要件については，犯罪の法定刑の軽重による差異はない。

イ．現行犯人である「現に罪を行い終つた者」というためには，犯罪が既遂に達していることが

必要である。

ウ．現行犯逮捕が許されるためには，逮捕者が，少なくとも犯行の一部を現認していることが必

要である。

エ．私人が現行犯人を逮捕したときは，直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は

司法警察職員に引き渡さなければならない。

オ．現行犯人を逮捕した私人は，逮捕の現場で令状によらずに，証拠物の捜索差押えをすること

ができる。

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個 ６．５個

〔第17問〕（配点：２）

被疑者の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものは幾つあるか。後記１から

６までのうちから選びなさい。（解答欄は，［№23］）

ア．裁判官は，勾留の請求を受けた時から２４時間以内に勾留の裁判をしなければならない。

イ．勾留の請求を受けた裁判官は，被疑者に被疑事件を告げる際，被疑者が既に弁護人を選任し

ている場合には，弁護人選任権を告げる必要はない。

ウ．裁判官は，勾留の継続により被疑者が受ける健康上又は社会生活上の不利益がある場合，勾

留中の被疑者を保釈することができる。

エ．３０万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については，被疑者が罪を犯したと疑うに足りる

相当な理由がある場合で，罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり，かつ，逃亡する

と疑うに足りる相当な理由があったとしても，住居不定でなければ勾留することはできない。

オ．少年の被疑者については，勾留することができない。

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個 ６．５個

〔第18問〕（配点：２）

弁護人の活動に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものの組合せは，後記１から５

までのうちどれか。（解答欄は，［№24］）

ア．警察官が捜索許可状に基づき被疑者方を捜索する場合，弁護人は，当該捜索許可状の執行に

立ち会う権利がある。

イ．裁判官は，逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは，検察官の請

求により又は職権で，勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる。

ウ．弁護人は，勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して，準抗告をすること

ができる。

エ．勾留されている被疑者の弁護人は，裁判官に勾留の理由の開示を請求することができる。

オ．弁護人は，起訴前に，被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することはできない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔第19問〕（配点：２）

公訴の提起に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものは幾つあるか。後記１か

ら６までのうちから選びなさい。ただし，判例がある場合には，それに照らして考えるものとする。

（解答欄は，［№25］）

ア．公訴事実として，数個の訴因を予備的に記載することは許されない。

イ．起訴状の謄本が公訴の提起があった日から２か月以内に被告人に送達されなかったため，公

訴が棄却された場合，公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は，公訴棄却の裁判が確

定した時から再びその進行を始める。

ウ．共犯の１人に対してした公訴の提起による時効の停止は，他の共犯に対してその効力を有し

ない。

エ．検察官は，公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは，必ず公訴を

提起しなければならない。

オ．公訴の提起は，緊急やむを得ない場合には，起訴状の提出によらず，口頭によることもでき

る。

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個 ６．５個

〔第20問〕（配点：２）

被害者特定事項の秘匿に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものの組合せは，後記

１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№26］）

ア．強制わいせつ致死事件の被害者の兄弟姉妹は，被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしな

いよう申し出ることはできない。

イ．傷害事件の被害者は，犯行の態様，被害の状況その他の事情により，被害者特定事項が公開

の法廷で明らかにされることにより被害者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ

がある場合，被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることができる。

ウ．被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合，被害者を証人として

尋問する際には，被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないように

するための遮へい措置を講じなければならない。

エ．被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合，裁判長は，弁護人の

尋問が被害者特定事項にわたるときは，当該尋問を必ず制限しなければならない。

オ．被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対して，抗告することはできない。

１．ア ウ ２．イ ウ ３．イ オ ４．エ オ ５．ア エ
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〔第21問〕（配点：２）

次の【事例】における被害者Ｖの証人尋問に関して述べた後記アからオまでの【記述】のうち，

誤っているものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。ただし，判例がある場合には，それ

に照らして考えるものとし，対象となる書面又は物については，あらかじめ相手方に閲覧する機会

を与えたものとする。（解答欄は，［№27］）

【事例】

甲は，Ｖの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲

は，公判において公訴事実を否認し，検察官の請求により，Ｖの証人尋問が実施された。

【記述】

ア．検察官は，Ｖの供述を明確にするため必要があるときは，裁判長の許可を受けて，実況見分

調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。

イ．検察官や弁護人は，証拠調べを終わったものでない書面又は物については，これをＶに示し

て尋問することができない。

ウ．検察官は，現場に遺留された鉄パイプにつき，犯行に使用された鉄パイプとの同一性をＶに

尋問する場合に必要があるときは，裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。

エ．検察官が，捜査段階で撮影されたＶによる被害再現写真をＶに示すことについては，弁護人

が異議がないと述べた場合に限り許される。

オ．検察官は，Ｖの記憶が明らかでない被害状況についてその記憶を喚起するため必要があると

きは，裁判長の許可を受けて，Ｖが被害状況について記載していたメモを示して尋問すること

ができる。

１．ア ウ ２．イ エ ３．イ オ ４．ア エ ５．ウ オ
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〔第22問〕（配点：３）

次の【事例】に関し，甲の供述を記載した書面の証拠能力について述べた後記アからオまでの【記

述】のうち，正しいものには１を，誤っているものには２を選びなさい。ただし，刑事訴訟法第３

２６条の同意がなかったものとする。（解答欄は，アからオの順に［№28］から［№32］）

【事例】

甲は，平成３０年１２月１５日午後８時頃，Ｈ市Ｉ町２丁目先路上において，Ｖに対し，殺意を

もって，携帯していた出刃包丁で，同人の胸部を突き刺すなどし，よって，その頃，同所において，

同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実によ

り公訴を提起された。

【記述】

ア．甲がＶを殺害するに至った経緯を自ら書き記した書面は，甲の署名又は押印のあるものに限

り，Ｖ殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。［№28］

イ．取調べの際に，甲がＶを殺害するに至った経緯についてした供述を録取した書面で，甲の署

名又は押印のあるものは，その供述が検察官の面前でされたものであるときに限り，Ｖ殺害の

経緯を立証するための証拠として用いることができる。［№29］

ウ．検察官による取調べの際に，甲が，Ｖを殺害したことを認めた供述を録取した書面で，甲の

署名又は押印のあるものは，その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであ

るときに限り，甲がＶを殺害したことを立証するための証拠として用いることができる。［№3

0］

エ．検察官による取調べの際に，甲が，平成３０年１２月１４日午後７時頃，Ｖの胸部刺切創の

大きさと合致する出刃包丁を購入したことを認めた供述を録取した書面で，甲の署名又は押印

のあるものは，その供述が任意にされたものでない疑いがないときに限り，甲がＶを殺害する

ために出刃包丁を購入したことを立証するための証拠として用いることができる。［№31］

オ．検察官による取調べの際に，甲が，平成３０年１２月１５日午後８時頃，隣のＪ市にいたた

め，Ｖを殺害することは不可能であった旨を述べた供述を録取した書面で，甲の署名又は押印

のあるものは，その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り，Ｖが殺害

された当時，甲が犯行の場所にいなかったことを立証するための証拠として用いることができ

る。［№32］

〔第23問〕（配点：３）

違法収集証拠の証拠能力に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものには１を，誤っ

ているものには２を選びなさい。ただし，判例がある場合には，それに照らして考えるものとする。

（解答欄は，アからオの順に［№33］から［№37］）

ア．違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるか否かは，専ら憲法の解釈に委ねられてお

り，憲法第３１条の適正手続の保障自体の要請として，証拠物の収集手続に重大な違法があり，

これを使用して被告人を処罰することによって手続全体が適正を欠くものとなる場合に限っ

て，その証拠能力が否定される。［№33］

イ．被告人を逮捕する際に逮捕状の呈示がなく，逮捕状の緊急執行もされていないという違法が

ある場合，警察官が逮捕手続の違法を糊塗するため，逮捕時に逮捕状を呈示した旨の虚偽を逮

捕状に記入した上，同旨の内容虚偽の捜査報告書を作成し，さらに，公判廷において，同旨の

内容虚偽の証言をしたという事情が存するとしても，これらは逮捕後に生じたものであるから，

その逮捕当日に任意に採取された尿の鑑定書の証拠能力を判断するに当たり，これを考慮する

ことはできない。［№34］

ウ．証拠物の収集手続にその証拠能力を否定すべき重大な違法があるか否かを判断するに当たり，

手続違反がなされた際の状況や適法になし得た行為からの逸脱の程度を考慮することはできる
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が，警察官の，令状主義に関する諸規定を潜脱しようとの意図の有無を考慮することはできな

い。［№35］

エ．違法な捜査手続の結果収集された証拠物が犯罪の立証上重要なものであればあるほど，その

証拠能力を否定することは，事案の真相の究明との抵触が大きくなるため，逮捕手続に重大な

違法が認められる場合であっても，その逮捕中に被告人が任意に提出した尿から覚せい剤成分

が検出された旨の鑑定書は，同人の覚せい剤使用の罪に係る公判において，証拠能力が否定さ

れることはない。［№36］

オ．ある証拠物が収集された直接の手続のみに着目すれば違法が認められない場合でも，それに

先行する捜査手続（先行手続）に重大な違法があって，当該証拠物がその先行手続と密接な関

連を有するときは，その証拠能力が否定されることがある。［№37］

〔第24問〕（配点：３）

次のⅠ，Ⅱの【見解】は，犯行を否認する甲を有罪とするに当たり，甲と共に犯行を行った旨自

白する乙の供述につき，補強証拠を必要とするか否かに関するものである。【見解】に関する後記

アからオまでの【記述】のうち，正しいものは幾つあるか。後記１から６までのうちから選びなさ

い。（解答欄は，［№38］）

【見解】

Ⅰ．甲を有罪とするには，乙の供述につき補強証拠を必要とする。

Ⅱ．甲を有罪とするには，乙の供述につき補強証拠を必要としない。

【記述】

ア．刑事訴訟法第３１９条第２項の規定は，自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきで

あると考えると，Ⅱの見解に結び付きやすい。

イ．Ⅰの見解に対しては，他に補強証拠がない限り，否認した甲は有罪，自白した乙は無罪にな

るという非常識な結論が生じるとの批判がある。

ウ．自白の証明力の過大評価を防止するという刑事訴訟法第３１９条第２項の規定の趣旨からす

れば，本人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考えると，Ⅱの見解に結び付きやす

い。

エ．共犯者である乙の自白は，甲の公判において反対尋問による吟味を経るため，証明力が高い

と考えると，Ⅱの見解に結び付きやすい。

オ．Ⅰの見解のうち，補強証拠を必要とする範囲を法益侵害があった事実とそれが何人かの犯罪

行為によるものであることで足りるとする立場に対しては，共犯者の自白には，引込みや責任

転嫁の危険があるが，それらの危険を防止することはできないとの批判がある。

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個 ６．５個
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〔第25問〕（配点：２）

次のアからオまでの各記述のうち，正しいものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。た

だし，判例がある場合には，それに照らして考えるものとする。（解答欄は，［№39］）

ア．有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」とは，

反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく，抽象的な可能性としては反

対事実が存在するとの疑いを入れる余地があっても，健全な社会常識に照らして，その疑いに

合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。

イ．直接証拠によって事実を認定すべき場合と，情況証拠によって事実を認定すべき場合とで，

求められる証明の程度に異なるところはない。

ウ．裁判官が，証人の証言の信用性を判断する際には，その証言内容のみによって判断しなけれ

ばならず，その証人の公判廷での表情や態度を考慮してはならない。

エ．略式手続においては，犯罪の証明の程度は，証拠の優越で足りる。

オ．裁判所は，被告人の精神状態につき，精神医学者の意見が鑑定等として証拠になっている場

合には，その意見のとおりに認定しなければならない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．エ オ

〔第26問〕（配点：２）

次のアからオまでの裁判又は処分のうち，準抗告の対象となるものの組合せは，後記１から５ま

でのうちどれか。ただし，判例がある場合には，それに照らして考えるものとする。（解答欄は，［№

40］）

ア．裁判官がした，逮捕状を発付する裁判

イ．受訴裁判所がした，被告人の保釈請求を却下する裁判

ウ．司法巡査がした捜索

エ．司法警察員がした差押え

オ．検察官がした，被疑者とその弁護人との接見の日時の指定

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ


